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１ 計画策定の趣旨 

 

本市の図書館は、平成１６年１１月の近隣８町村との合併後、平成１７年に「鳥取市図書館

整備計画」を策定し、中央図書館の移転拡張整備、新コンピュータシステムや資料搬送システ

ムの構築、また移動図書館車の増設を図るなど市内全域への図書館サービス網の充実に取り組

んできました。 

また、平成２８年３月には「鳥取市図書館振興計画」を策定し、令和２年度までの５年間の

図書館振興の基本的な方向を示すとともに、図書館の将来像を明らかにし、市民とともに新し

い時代に対応する図書館づくりを進めてきました。 

 社会は、人口減少や少子高齢化の進展、地域経済・雇用状況の低迷、環境・エネルギー革

新、情報通信の高度化、地方創生への取組の推進、ＳＤＧｓ
ｴ ｽ ﾃ ﾞ ｨ ｰ ｼ ﾞ ｰ ｽ ﾞ

（※１）やＳociety
ｿ ｻ ｴ ﾃ ｨ

 5.0（※２）の取

組の広がりなど、依然として大きな転換期の中にあります。加えて、令和２年初頭からの世界

的な「新型コロナウイルス」の拡大により、私たちの行動様式も変化を求められています。 

 一方、本市は、平成３０年４月に中核市へ移行するとともに、鳥取県東部１市４町と兵庫県

新温泉町で構成する「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」（令和２年４月兵庫県香美町加

入）を形成し、この地域の発展のけん引者としての役割も求められています。 

 この計画は、こうした社会情勢等の変化に対応するため「第１１次鳥取市総合計画」や「鳥

取市の教育等の振興に関する大綱」及び「鳥取市教育振興基本計画」を踏まえ、令和７年度ま

での図書館振興の基本的な方向を示し、市民とともに図書館づくりを進めていくために策定し

ます。 

 

【図書館振興計画の位置づけ】 
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２ 計画の構成と期間 

 

この計画は、本市の図書館のめざす将来像とその実現に向けた目標を明らかにしたもので

す。ここでは、３つの図書館像とその実現に向けた重点施策を定め、めざす図書館像の実現に

向けた今後の具体的な取組を示します。 

また、取組の評価を行うため、事業実施に伴う目標や指標を定め、毎年度、点検評価を行い

ながら一層の推進を図ります。 

計画の期間は、鳥取市教育振興基本計画に基づき令和３年度～令和７年度までの５年間とし

ます。 

 

３ 計画策定の方法 

 

令和２年度に行った鳥取市図書館協議会との協議を踏まえ、鳥取市教育委員会（鳥取市立図

書館）が策定します。 

 

４ 計画策定の背景 

 

  平成１８年４月、文部科学省より「これからの図書館像」において、地域の情報拠点とし  

て、地域住民にとって役立つ図書館像をめざすべきであるとした指針が示されました。さらに

平成１８年１２月の教育基本法改正を受け、平成２０年６月には図書館法が改正され、それま

での学校教育の支援に加え、家庭教育の向上が加味された内容に改められるとともに、図書館

運営に関する評価等が導入されました。 

また、図書館の運営にあたっては「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成２４

年１２月１９日文部科学省告示第１７２号)で、社会の変化や地域の実情に応じ、「基本的運営

方針」や「事業計画」を策定し公表するとともに、図書館サービスに関する適切な「指標」 

や「数値目標」を設定し、点検及び評価を行い公表にも努めることと規定されています。 

このように図書館の運営方針の策定や評価の実施及び公表が求められています。 

 

５ 鳥取市立図書館の現状と課題 

 

（１）施設・サービス網 

本市の図書館サービス網は、中央図書館を中心に、用瀬図書館、気高図書館の２つの地域図書

館に加え、国府町、福部町、河原町、佐治町、鹿野町及び青谷町の６つのコミュニティセンター

図書室、さらに市立病院図書室を加え、図書館３館と７つのサービス拠点を一元化したシステム

として図書館サービス網を形成しています。 

また、移動図書館車を５台設置（中央３台、用瀬１台、気高１台）し、市内の１７１カ所（令

和２年度現在）におおむね２週間に１回の巡回を行っています。 

さらに、令和元年度に本格運用を開始した「コンビニ受取サービス」も、令和２年度には３カ
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所で実施しています。 

また、各館の資料を効率的に動かす搬送システムも構築（業務委託）し、搬送便は、各施設に

は１週間に２～４回巡回し、予約本等の搬送を行っています。さらに、この搬送便は、本市の図

書館サービス網以外にも、市内の小・中・義務教育学校、県立図書館、鳥取大学、鳥取環境大学、

コンビニエンスストアなど６７施設にも巡回し、連携・支援を行っており、全体では市内２４８

カ所に本が届く仕組みを構築しています。 

施設の課題としては、「鳥取市公共施設再配置計画」に基づき、コミュニティセンター図書室

などの公共施設の複合化や統廃合によるサービス拠点の見直しの必要があります。また、サービ

ス網等の課題としては、中山間地域への移動図書館車の巡回や要望が高まっている保育園や高

齢者福祉施設への配本などがあげられます。 

 

（２）資料整備 

図書等の資料整備は、図書館運営の中でも最も基本となる重要な施策です。合併時には、39,360

千円（図書 32,825 千円、雑誌 6,085 千円、視聴覚 450 千円）であった資料費は、現在では、

36,678 千円（図書 30,614 千円、雑誌 5,614 千円、視聴覚 450 千円）と 6.8％減少しています。

令和元年度の図書購入冊数は、18,837 冊（雑誌除く）でした。鳥取市全体の予算額が限られる

中、一定の経費を維持しながら、県立図書館との機能分担をも考慮し、情報拠点の中核として魅

力ある蔵書を充実させていくことが課題です。 

 

（３）職員体制 

令和２年度の職員数は、図書館３館で４３人（うち正規職員７人（併任 1 人）、再任用職員５

人、会計年度任用職員３１人）で、年々、資格を有している正規職員が減少し、職員に占める会

計年度任用職員の割合が徐々に高くなっています。継続的かつ安定的な図書館運営を行ってい

くため、専門性と経営能力を備えた正規職員の定期的な配置、異動をする必要があります。 

 

（４）図書館活動全般 

本市の図書館は、年間に延べ３６万人を超える利用者のある生涯学習施設です。合併以降も中

央図書館をはじめとする施設の充実や移動図書館車の増設、またコンピュータシステムの更新

や市立病院図書室への窓口開設など、市民のニーズに応える図書館サービス網を構築してきま

した。しかしながら、医療健康情報サービスや法情報サービスなどの課題解決型サービスや障が

い者サービス、外国人を対象とした多文化サービス、さらには高齢者サービスなど、今後強化が

必要なサービスにも計画的に取り組んでいく必要があります。 

一方、国では、令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（以下「読

書バリアフリー法」という。）」が施行され、都道府県や市町村においても、視覚障害者等の読書

環境の整備の推進に関する計画の策定に努めることとされており、本市においても視覚障がい

者をはじめ、図書館利用に障がいのある市民へのサービス拡充に取り組んでいく必要がありま

す。 
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本市の人口の推移は、下記のとおりです。 

区 分 Ｈ22国勢調査 Ｈ27国勢調査 Ｒ２推計 Ｒ７推計 Ｒ12推計 

人  口 １９７，４４９人 １９３，７１７人 １８８，７１７人 １８２，７７７人 １７７，６２１人

老年人口割合 

（65歳以上） 

 

２３．２％ 

 

２６．６％

 

２９．８％

 

３１．９％

 

３３．２％

年少人口割合 

（0～14歳） 

 

１３．７％ 

 

１３．３％

 

１２．６％

 

１１．８％

 

１１．８％

生産年齢人口割合

（15～64歳） 

 

６３．１％ 

 

６０．１％

 

５７．６％

 

５６．３％

 

５５．０％

＊第１１次鳥取市総合計画（基本構想）「第１編 第３章 人口と財政の長期的な見通し」 

より抜粋   

 

鳥取市の図書館の活動状況（令和元年度）を他の中核市と比較したものが以下のとおりで

す。 

自治体名 人口 図書館数 蔵書数 正規職員 
会計年度 

任用職員 

鳥取市 186千人 ３館 692 千冊 12 人 31人 

中核市 
平均 

373千人 ５館 933 千冊 20 人 62人 

＊職員数は、令和２年４月１日現在で、コミュニティセンター等のサービスポイントは含まな

い。 

自治体名 
市民１人あたりの 

資料費 

市民１００人あたりの

年間購入冊数 

市民１人あたりの 

年間貸出冊数 

鳥取市 195円 10冊 4.7冊 

中核市 
平均 

160円 8冊     4.8冊 

 

また、令和元年度の鳥取市の図書館及びコミュニティセンター図書室等の概要と利用状況は

以下のとおりです。 

 

（令和元年度） 
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【令和元年度 鳥取市の図書館の概要と利用状況】 

図書館名 延床面積 蔵書数 職員数 個人貸出 登録者数 

中央図書館 4,596 ㎡ 437 千冊
30 人（うち正規 5、再任用 4、

会計年度任用職員 21）    
716 千冊

71,953 人

用瀬図書館 370 ㎡ 62 千冊
7人（うち正規１（併任）、再任

用 1、会計年度任用職員 5） 
40 千冊

気高図書館 530 ㎡ 62 千冊
6人（うち正規１、会計年度任

用職員 5） 
72 千冊

小計 5,496 ㎡ 561 千冊

43 人（うち正規 7（併任 1）、

再任用 5、会計年度任用職員

31） 

828 千冊

国府町図書室 119 ㎡ 23 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
14 千冊

福部町図書室 130 ㎡ 17 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
6 千冊

河原町図書室 123 ㎡ 21 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
6 千冊

佐治町図書室 80 ㎡ 16 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
3 千冊

鹿野町図書室 89 ㎡ 11 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
8 千冊

青谷町図書室 174 ㎡ 37 千冊
1 人（会計年度任用職員・兼

務） 
16 千冊

市立病院図書室 * 6 千冊 1 人（会計年度任用職員） 3 千冊

小計 715 ㎡ 131 千冊
7 人（会計年度任用職員・兼

務） 
56 千冊

合計 6,211 ㎡ 692 千冊

50 人（うち正規 7（併任 1、 

再任用 5、会計年度任用職員

38） 

884 千冊 71,953 人

＊職員数は、令和２年４月１日現在 

＊コミュニティセンター図書室の職員は、教育委員会分室業務またはコミュニティセンター業務との兼務 
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６ 鳥取市のめざす図書館像 

 

（１）図書館運営の理念 

  「市民一人ひとりの成長と地域の発展に貢献する図書館」  

鳥取市立図書館は、本や情報の提供をとおして、自ら学び、考え、行動する市民を支援する

とともに、心豊かなくらしの実現や地域の課題解決を図り、市民一人ひとりの成長と地域の発

展に貢献します。 

また、この理念に基づき、めざす図書館像を「学びの場」「交流と創造の場」「読書を支え

る場」とし、運営を推進するための標語を「出会いたい！伝えたい！つながり合う 鳥取市立

図書館」とします。 

【概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

  
地域の情報拠点として 

「知りたい・学びたい」「課題解決」

を支援する図書館 

地域文化の創造と発展を支え、 

市民が集い・にぎわい・つながり合う

図書館 

だれもが使いやすく、 

市民とともに歩む図書館 

Ⅰ.学びの場 

Ⅱ.交流と創造の場 

Ⅲ.読書を支える場 

①くらしや仕事・地域の課題解決に役立つ

さまざまな本や情報の整備と提供 

②資料相談(レファレンス（※３）)及び学校

図書館などの支援強化 

③インターネットなどＩＣＴ（情報通信技

術）環境（※４）の充実と情報提供 

①地域資料の積極的な収集と魅力の発信 

②市民が集い、にぎわう、交流の場の創出 

③市民との協働による図書館活動の推進 

①だれもが使いやすい全域サービス網の充実

②子どもの読書活動の推進 

③高齢者及び障がい者サービスなどの強化 

④職員の資質の向上と専門性の追求 

図書館像 施 策 

（理念）市民一人ひとりの成長と地域の発展に貢献する図書館 
（標語）出会いたい!伝えたい!つながり合う 鳥取市立図書館 
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※【ＳＤＧｓの目標との関連】 

  （４）質の高い教育をみんなに 

 （11）住み続けられるまちづくりを 

 （17）パートナーシップで目標を達成しよう    

        

 

（２）鳥取市のめざす図書館像 

 

 

地域の情報拠点として、「知りたい・学びたい」「課題解決」を支援する図書館 

  鳥取市立図書館は、地域の情報拠点として、市民一人ひとりの「知りたい・学びたい」と

いう学習意欲や資料要求に適切に応えるとともに、地域が抱える喫緊の課題の把握や、課題

の解決に役立つ本や情報の収集・提供に努め、まちづくりを支援します。 

ア.くらしや仕事・地域の課題解決に役立つさまざまな本や情報の整備と提供 

 時代や社会の急速な変化に対応しながら、地域や市民の自立的な判断や政策立案、課題解

決に必要な多様な本や情報の収集・提供に努め、図書や雑誌、新聞以外にもパンフレットな

どの紙媒体の資料や電子書籍の整備・データベースの活用にも努めます。 

イ. 資料相談（レファレンス)及び学校図書館などの支援強化   

資料相談（レファレンス）機能の充実と利用促進、医療・健康情報や子育て情報などの課

題解決型情報支援サービスの充実に努めます。また、市内の学校図書館、保育園などとの連

携・支援をさらに推進します。 

ウ.インターネットなどＩＣＴ環境の充実と情報提供 

  地域の情報ネットワーク拠点として、フリースポットなどインターネットへのアクセス環

境などＩＣＴ（情報通信技術）環境の充実を図るとともに、地域資料の電子化や電子書籍の閲

覧・貸出、情報媒体の多様化に対応したハイブリッド図書館（※５）サービスの展開に努めます。 

 

 

 

地域文化の創造と発展を支え、市民が集い･にぎわい･つながり合う図書館 

  鳥取市立図書館は「鳥取市」に関するさまざまな資料や情報の案内役として、博物館など

の社会教育施設や行政機関、専門家との連携・協力を推進し、市民とともに地域の魅力を広

く発信することにより、更なる地域文化の創造・継承を支援します。  

ア. 地域資料の積極的な収集と魅力の発信 

鳥取市の歴史や文化などに関連する図書や雑誌、パンフレットなどの幅広い系統的な資料

の収集・保存に努め、それを活用することにより、市民の郷土への関心や理解を深めるととも

図書館像Ⅰ  学 び の 場 

図書館像Ⅱ  交流と創造の場 
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に、地域の研究者や団体、関係機関との連携・協働により地域の魅力を広く発信します。 

イ.市民が集い、にぎわう、交流の場の創出 

地域のさまざまな人や団体、専門機関などとの連携・協働による展示や講座、講演会、相談

会などの事業を充実させ、多くの市民が集い、にぎわい、つながり合う空間を創り出すことで、

地域の魅力の新たな創造に貢献します。 

ウ.市民との協働による図書館活動の推進 

「図書館は成長する有機体である」（※６）といわれます。地域や学校での読書ボランティ

アや多くの市民活動団体などとの連携を深め、活動している一人ひとりの知識や経験を共有

し、市民の支持とニーズに応える図書館活動推進に努めます。 

 

 

 

だれもが使いやすく、市民とともに歩む図書館 

 年齢や障がいなどに関わらず、市民一人ひとりの生活や成長に応じた図書館利用が可能と

なるように、ハード・ソフトの両面からサービスの充実を図り、すべての市民に本や情報が

届くように身近な図書館サービスの提供に努めます。 

ア．だれもが使いやすい全域サービス網の充実  

中央図書館を核に、地域図書館や移動図書館車の運行で図書館サービス網を形成し、市内

の病院図書室や学校図書館、関係機関等とも連携・協力しながら、すべての市民が必要とす

る本や情報が届くように身近な図書館サービスの提供に努めます。 

イ．子どもの読書活動の推進  

子どもの読書は、たくさんの言葉を育み、感性や表現力を高め、豊かな創造力や生きる力

を培います。読書の限りない可能性を考えて、すべての子どもがさまざまな機会や場所にお

いて自主的に読書活動を行うことができるよう「鳥取市子どもの読書活動推進計画」とあわ

せて積極的に環境の整備に努めます。 

ウ. 高齢者及び障がい者サービスなどの強化 

図書館を利用することが難しい高齢者や障がい者、外国人に対し、関係機関と連携を取りな

がら、必要とする本や情報を提供するため、利用する上での課題の解決を図り、施設・設備の

改善やサービスの充実に努めます。 

また、「読書バリアフリー法」が施行され、都道府県や市町村においても、視覚障害者等の 

読書環境の整備の推進に関する計画の策定に努めることとされており、本市においても視覚 

障がい者をはじめ、図書館利用に障がいのある市民へのサービス拡充に努めます。 

エ．職員の資質の向上と専門性の追求 

時代や社会の変化に対応しながら、地域や市民の自立的な判断に必要な多様な本や情報の

提供体制の確保と職員一人ひとりの資質の向上や、情報活用能力や課題解決型サービス、地域

資料、児童サービスなどのそれぞれの分野に知識が豊富な人材の育成に計画的に努めます。 

図書館像Ⅲ  すべての人の生涯にわたる読書を支える場 
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７ めざす図書館像の実現に向けた今後の取組  

    

地域の情報拠点として、「知りたい・学びたい」「課題解決」を支援する図書館 

（１）くらしや仕事・地域の課題解決に役立つさまざまな本や情報の整備と提供 

【施策に対する基本的方向】 地域の“知”の情報拠点として本や情報の整備充実 

 すべての市民を対象にして、くらしや仕事における課題解決、地域活動や市民活動などの課

題解決に役立つ資料を積極的に収集・整理・保存・提供し、心豊かなくらしや地域の発展を支

援します。 

 

具体的な事業とその内容 

●課題解決型情報支援サービスの充実 

１．子育て支援コーナー等を活用し、子育てに関わる人を対象に、関係する図書や行政が

行うサービス支援などさまざまな情報を提供することで、安心した子育てを支援しま

す。 

２．医療・健康情報コーナー等を活用し、成人や高齢者を中心に、関係する図書や行政が

行うサービス支援などさまざまな情報が容易に入手できるように努めます。 

３．くらしの法律トラブルや法律相談に関する図書や行政が行うサービス支援などさまざ

まな情報を提供し、問題解決に向けた情報支援に努めます。 

４．くらしの中でのさまざまな課題解決に役立つ資料の充実を図ります。 

●市や地域への政策立案等支援サービス・地域づくりサービスの促進 

１．パブリックコメント期間中にスポット展示を行うなどし、政策に対する市民の理解を

深め、幅広い意見を求める場とします。 

２．市民支援情報コーナー等を活用し、市民や各種団体などに、行政からの情報を提供で

きるよう努めます。 

 

（２）資料相談（レファレンス）及び学校図書館などの支援強化  

【施策に対する基本的方向】 課題解決のための相談業務の強化 

 資料や情報の提供に加え、くらしや仕事における課題解決や、地域活動、市民活動などの課

題解決に向けた相談業務を強化し、適切な資料や情報、関係機関の紹介を行うなど課題解決に

向けた支援を行います。 

 

具体的な事業とその内容 

●資料相談（レファレンス）機能の充実と利用促進 

１．医療・健康や法律関係など専門分野に関する相談業務や関係機関の紹介の強化と利用

促進を図ります。 

２．関係資料や情報提供の充実と市民向けオンラインデータベース（※７）の充実に努めま

す。 

３．レファレンスツール（※８）の充実を図ります。 
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●学校図書館への支援強化 

１．学校図書館と連携し、「調べ学習用」「長期学級貸出用（６カ月）」資料などの複本

(同じ本を複数整備すること)の充実を図ります。 

２．学校図書館の資料相談（レファレンス）や情報提供の充実に努めます。  

●市立図書館のＰＲ活動の強化 

未登録者への利用促進と、便利な図書館の利用方法やさまざまな図書館の情報を市民

へわかりやすく広報します。 

 

（３）インターネットなどＩＣＴ環境の充実と情報提供 

【施策に対する基本的方向】 ＩＣＴ環境の充実と情報提供  

情報化社会の進展に合わせて電子情報を整備・充実するとともに、急速に発展するデジタル

環境への対応を図ります。また、情報活用能力の育成にも取り組みます。 

 

具体的な事業とその内容 

●印刷資料とデジタル資料が共存するハイブリッド図書館 

１．電子書籍やマルチメディア版デイジー（※９）など、ＩＣＴ(情報通信技術)の進展に対応

した新しい媒体による資料提供に努めます。 

２．新聞情報等をデータベース化した商用データベースや、その他の市民に役に立つデータ

ベースの活用に努めます。 

●情報リテラシー（※１０）の支援 

情報探索の手法や情報の取捨選択能力、発信能力等を養うための講座を開催します。 

●貴重資料や地域資料のデジタル化 

１．著作権法などの動向を注視しながら、所蔵資料のデジタル化の検討を行い、貴重な原資

料を守る取組を進めるとともに、関係部署、関係機関とも連携を図りながら、広く市民へ

情報を公開する方策を検討します。 

２．鳥取市が保有・提供しているＷｅｂ情報（※１１）について、関係部署との連携を図りな

がら、ホームページにリンクを張るなどして活用します。 

 

地域文化の創造と発展を支え、市民が集い･にぎわい･つながり合う図書館 

（１）地域資料の積極的な収集と魅力の発信 

【施策に対する基本的方向】 地域文化の集積、活用、魅力発信 

地域文化のさらなる創造をめざして、関係機関と連携しながら、地域資料の収集と保存を行

うとともに、それを活用することで地域の魅力を発信します。 

 

具体的な事業とその内容 

●地域情報の集積、継承、発信事業 

１．地元の研究者、関係機関などとの連携・協働による特色ある地域講座など、鳥取ゆか

りの情報の集積や魅力の発信を行います。 
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２．各地域の関係機関と連携し、地域資料の収集と活用を図ります。 

●小中学生向けの地域資料・情報提供の充実 

地域を身近に感じられるコーナーの充実や講座の開催により、郷土への関心を高めま

す。 

 

（２） 市民が集い、にぎわう、交流の場の創出 

【施策に対する基本的方向】 交流と創造 

さまざまな年代層の市民が、様々なテーマでつながり合えるような催しを開催することで、 

にぎわいと新たな文化の創出に努めます。 

 

具体的な事業とその内容 

●市民や団体の自主的な講座や展示会の開催促進 

１．市民や団体による自主的な講座の開催や表現の場として、市民ギャラリー・地域情報

コーナーなどの活用を図ります。 

２．市民や団体が作成した資料、研究などの成果を中心にテーマ展示を行い、交流の場を

創出します。 

●各種講演会、講座の開催 

１．地域の文化や文字・活字文化の発展に寄与する講演会、講座を積極的に開催します。 

２．市民ギャラリー・地域情報コーナーなどを活用し、他機関との連携による展示・講演

会の開催により交流の場を創出します。 

３．異世代交流や多様なテーマでつながりあう催しを実施し、にぎわいを創出します。 

 

（３）市民との協働による図書館活動の推進  

【施策に対する基本的方向】 市民との協働による図書館活動 

市民一人ひとりの知識や経験をボランティア活動に活かして、社会貢献や自己実現をめざし

ている市民と協働して、図書館活動の推進を図ります。 

 

具体的な事業とその内容 

●各種講演会、講座などへの地域人材の活用 

地域の文化や文字・活字文化の発展に寄与する講演会、講座を地域の人材を講師とし

て活用して積極的に開催します。 

●図書館ボランティアの活動の活性化 

書架整理や本の修理など高齢者を中心とした図書館ボランティアの参加促進や集いを

開催します。 

 

だれもが使いやすく、市民とともに歩む図書館 

 

（１）だれもが使いやすい全域サービス網の充実 
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【施策に対する基本的方向】 全域サービスの充実 

すべての市民に本や情報が届くように身近な図書館サービスの提供に努めます。 

 

具体的な事業とその内容 

●コンビニ受取サービスの充実と宅配サービスの検討 

１．コンビニエンスストアと提携し予約資料の受取・返却ができるサービスを充実しま

す。 

２．図書館や移動図書館車の利用が困難な利用者を対象に、宅配などを利用した貸出を引

き続き検討します。 

●サービス拠点の見直しと設備の改善・更新 

１．「鳥取市公共施設再配置基本計画」に基づき、コミュニティセンター図書室などの公共

施設の複合化や統廃合によるサービス拠点の見直しを行います。 

２．図書館を利用するだれもが使いやすい設備の改善や老朽化した設備の更新を、計画的

に行います。 

●移動図書館車のサービスの充実 

１．中山間地を中心に図書館に来館することのできない市民にも必要とされる情報の提供

や読書の機会を提供するため、今後も巡回サービスを積極的に行います。 

２．サービスポイントや巡回頻度について、利用状況を分析し常に見直しを図ります。 

●広域利用の推進  

因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏連携事業として、鳥取県東部圏域及び兵庫県北

部圏域の相互利用推進を図るとともに、圏域の一体感を醸成する事業の実施に努めます。

 

（２）子どもの読書活動の推進 

【施策に対する基本的方向】 読書環境の強化と読書ボランティア支援 

 子どもの発達段階に応じた適切な図書の提供を強化するとともに、乳幼児の保護者を対象に

した啓発事業の実施や読書ボランティアの支援を強化します。 

 

具体的な事業とその内容 

●胎児期から読書に親しめる読書環境づくり 

１．ブックスタート事業（※１２）など乳幼児期の保護者に対する読書啓発事業を、保健

所、図書館、ボランティア等との連携を取りながら継続して行います。 

２．乳幼児、就学前の子どもに対する読書支援、妊婦やその家族に対する読書啓発事業を

強化します。 

●読書ボランティア（グループ）との子ども読書活動推進事業実施 

１．読書ボランティアの養成を継続して行います。 

２．読書ボランティア活動の希望者と受け入れを希望する施設との調整を行う仕組を構築

します。 
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３．おはなし会などを協働で実施するとともに、読み聞かせに適したブックリストの作成

や交流会を開催するなど読書ボランティア活動を支援します。 

●児童サービスの強化 

子ども向けホームページの充実、おはなし会など行事の充実、企画展示の充実を図りま

す。 

 

（３）高齢者及び障がい者サービスなどの強化 

【施策に対する基本的方向】 すべての人が利用しやすい図書館 

 高齢者や障がい者及び外国人などが図書館を利用する上での課題の解決を図り、すべての人

が利用しやすい図書館をめざします。 

 

具体的な事業とその内容 

●高齢者や障がい者向けの資料の充実と宅配貸出などの検討 

大活字本や視聴覚資料など、高齢者や障がい者が利用しやすい資料の充実を図るとと

もに、来館が困難な利用者向けに、宅配サービスなどを利用した貸出を検討します。 

●外国人が利用しやすいサービスの充実 

日本語以外を母国語にする利用者が必要とする資料や、情報の提供及び使いやすいホ

ームページやサインなどの作成に努めます。 

 

（４）職員の資質の向上と専門性の追求 

【施策に対する基本的方向】 市民への適切な図書館サービス提供のための専門性の強化 

 情報化社会の進展に伴って社会の変化や市民のさまざまなニーズに対応するため、必要とし

ている人に必要としている本を必要なときに提供できるよう、常に専門性を高める研鑽を行い

ます。 

 

具体的な事業とその内容 

●専門性と経営能力を備えた職員（司書）の養成・確保 

１．長期的な視点に立ち、専門性と経営能力を備えた職員の計画的な養成・確保に努めま

す。  

２．県立図書館などの主催による専門講座･研修会への積極的･計画的参加を促進します。 

 

８ 評価  

 

（１）基本的な考え方 

 ア．図書館が計画的に推進しているサービスや業務について、点検・評価を行い、その結果 

をもとに業務改善に努め、利用者の満足度の向上を図ります。 

 イ．自己点検評価の他に、透明性・客観性を担保するため、教育委員会が行う外部評価や図 
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書館協議会による検証を行います。 

 ウ．市民の意識・意向調査等を必要に応じて実施し、市民による評価や意見を取り入れ、運営

に活かします。 

エ．広く市民に図書館サービスを広報し、鳥取市の図書館像を共有しながら市民とともに図書

館づくりを進めます。 

 

（２）評価指標と評価の方法 

指標名 現状 目標 
中核市と

の比較 
指標の説明 

①市民１人あたりの 

資料購入費 
195円 200円 160円 

資料購入費は、図書・雑

誌・視聴覚資料費総額

②市民１００人あたりの 

年間購入冊数 
10冊 11冊 8冊 図書の年間購入冊数

③市民１人あたりの 

貸出冊数 
4.7冊 5.2冊 4.8冊 個人貸出の冊数 

④登録率 38.6% 43.0% * 人口に占める登録者数

⑤入館者数 363千人 400千人 * 中央図書館のみ 

 

めざす図書館像 指標 
現状 

（元年度） 
目標 

地域の情報拠点として、

「知りたい・学びたい」

「課題解決」を支援する

図書館 

①レファレンス受付件数 

②自動貸出・返却機利用率 

③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる予約の割合 

④学校図書館への「調べ学習用

図書」の貸出冊数 

31,717 件

49.7％

66％

31,000 冊

33,000 件

60％

71％

 36,000 冊

地域文化の創造と発展を

支え、市民が集い･にぎわ

い･つながり合う図書館 

①郷土をテーマした展示開催回数 

②行事の参加人数 

③ギャラリー・地域情報コーナー

等の貸出回数 

34 回

5,236 人

41 回

45 回

6,000 人

75 回

だれもが使いやすく、市

民とともに歩む図書館 

①移動図書館車での貸出冊数 

②移動図書館車での貸出人数 

③15 歳未満の一人あたりの貸出

冊数 

④65 歳以上の高齢者の一人あた

りの貸出冊数 

93.7 千冊

18.0 千人

5.6 冊

4.3 冊

100 千冊

20.0 千人

6.1 冊

4.8 冊
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用語解説  （『最新図書館用語大辞典』等を参照） 

 

※１ ＳＤＧｓ
ｴ ｽ ﾃ ﾞ ｨ ｰ ｼ ﾞ ｰ ｽ ﾞ

（１ｐ，７ｐ） 

    持続可能な開発目標。Ｓustainable Development Goals の略。国連の、持続可能な

開発のための１７の国際目標。 

※２ Ｓociety
ｿ ｻ ｴ ﾃ ｨ

 5.0（１ｐ） 

    仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決

を両立する、人間中心の社会。 

※３ レファレンス（６ｐ，７ｐ，９ｐ） 

    図書館利用者が学習・研究・調査等のために必要な資料及び情報を求めた場合に、図書

館員が図書館の資料と機能を活用して資料の検索を援助し、資料を提供し、あるいは回答

を与えるなど、利用者と資料を結びつける業務。なお、法律の解釈など、資料の提供のみ 

   行い、回答を行わない場合もある。 

※４ ＩＣＴ（情報通信技術）環境（６ｐ，７ｐ，１０ｐ） 

    情報通信技術。Information and CommunicationTechnology の略。 

※５ ハイブリッド図書館 （７ｐ，１０ｐ） 

    印刷メディアを中心とした伝統的図書館と電子メディアを駆使した図書館が融合した図

書館。現在の多くはハイブリッド図書館といえる。 

※６ 「図書館は成長する有機体である」（８ｐ） 

    インドの図書館学者ランガナタン（1892～1972）が提唱した図書館学五原則の一

つ。図書館が進化し発展していくために、職員、施設、蔵書、サービス形態も常に成長し

なければならないという意味を持つ。 

※７ オンラインデータベース（９ｐ） 

    通信回線（online）により即時にやりとりを行うことのできる大量の情報の集合体。供

給の形態により、オンラインとオフラインがある。 

※８ レファレンスツール（９ｐ） 

    図書館サービスを円滑に行うために欠かせない特定の資料群・情報源をさす。目録類・

索引類のほかに、辞典や書誌・データベース等をも含む。 

※９ マルチメディア版デイジー（１０ｐ） 

    Multi media とは、文字や図のみでなく画像や音声を一体にした媒体。 

    DAISY は、Digital Audio-based Information System の略称。デジタル音声情報シ

ステム。これまでのカセットテープに代わる新しい障がい者用のデジタル録音図書の記録

方式。  

※１０ 情報リテラシー（１０ｐ） 

    情報に関する基礎的な知識・技能であり、情報の「探索・収集」「整理・分析・評価」

「表現・発信」までの一連の能力。 

※１１ Web 情報（１０ｐ） 

    Web とは、インターネット上で標準的に用いられている、文書の公開・閲覧システ

ム。文字や画像、動画などを一体化した文書をネット上で公開・配布したり、また、それ

を入手・閲覧したりすることができる。 

※１２ ブックスタート事業（１２ｐ） 

   「絵本」と「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」をプレゼントする活動。本市では、６カ月

児健診時に、保健所、図書館及びボランティア等が協力して行っている。
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「鳥取市図書館振興計画」の策定経過 

 令和 2年 8月17日 第１回鳥取市図書館協議会 現状・骨子案の説明 

令和 2年10月 9日～15日 インターネットモニターアンケートの実施                   

 令和 2年11月 5日 第２回鳥取市図書館協議会 骨子案、内容について協議 

 令和 2年12月21日～令和 3年 1月 8日 図書館利用者アンケートの実施 

 令和 3年 1月14日 第３回鳥取市図書館協議会 原案の協議 

 令和 3年 2月 1日～22日 市民政策コメントの実施 （コメント実績 ３件） 

 令和 3年 3月 4日 第４回鳥取市図書館協議会 最終案協議  

 令和 3年 3月17日 鳥取市議会文教経済委員会に最終案報告 

 令和 3年 3月30日 定例教育委員会において審議、決定 

 

鳥取市図書館協議会委員（令和３年３月現在） 

 

No 氏   名 区 分 所   属 備 考 

1 筒井 宏樹 学識経験者 鳥取大学  准教授 会 長 

2 天野佳代子 学識経験者  鳥取短期大学非常勤講師 
島根県立大学兼任講師 

副会長 

3 岩井 眞保 学校教育関係者 小教研図書館部会代表 
大正小学校  校長 

 

4 長石  彰 学校教育関係者 中教振学校図書館部会代表 
河原中学校  校長 

 

5 湊  博美 家庭教育の向上に資す
る活動を行う者 

保育園代表 
津ノ井保育園  園長 

 

6 林  尚子 家庭教育の向上に資す
る活動を行う者 児童生徒の保護者代表  

7 北川 民枝 家庭教育の向上に資す
る活動を行う者 

ボランティア団体代表 
読み聞かせボランティア 
「ねぇよんで」の会  

 

8 平家 裕一 社会教育関係者 鳥取市公民館連合会 副会長  

9 土橋 周美 社会教育関係者 鳥取市自治連合会 副会長  

10 徳田美保子 社会教育関係者 
障がい者団体代表 
鳥取市身体障害者福祉協会連合
会 理事 

 

11 塩  邦恵 社会教育関係者 
子ども文庫ピピロッタ代表 

鳥取県子ども読書アドバイザー 
 

12 大西 保江 公募委員   

13 岸本 祐子 公募委員   

14 茶谷 里枝 公募委員   

（関係資料） 
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事務局（鳥取市立中央図書館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

中央図書館 館長 長本 次郎 用瀬図書館 館長 片山  学（併） 

気高図書館 館長 石井 恵子 中央図書館 副館長 光浪佐紀子 

用瀬図書館 副館長 沖田 康夫 中央図書館 主幹 福市  亨 

中央図書館 主任 湯谷みゆき    

生涯学習・スポーツ課 
生涯学習係長 

山本 靖裕 
学校教育課  

主幹兼指導主事 
福田 美奈 
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